
健康スポーツ指導者バンク運営要項 

１ 趣  旨 

   県民総スポーツ活動の普及振興を図るため、公益財団法人群馬県スポーツ協会で健

康スポーツ指導者を養成し、健康スポーツ指導者バンクを設置して地域や職場及びス

ポーツ愛好団体等の要請に対して有能な健康スポーツ指導者を派遣し、適切な指導が

できるように指導体制を確立する。 

 

２ 指導者の登録 

  （１）登 録 の 対 象 者 

     ア 公益財団法人群馬県スポーツ協会主催の健康スポーツ指導者養成講習会の

定める全課程を修了し健康スポーツ指導者資格を有する者で、指導者とし

て他の模範となる者。 

          イ 公益財団法人群馬県スポーツ協会が適任であると認めた者。 

  （２）登録の方法 

      上記対象者が、登録申請書により申し出があれば、健康スポーツ指導者バン

クに登録する。 

  （３）登録期間 

      健康スポーツ指導者バンクの登録期間は、健康スポーツ指導者資格有効期間

の２年間とし、４月１日から３月３１日までとする。 

     その後バンク登録を継続するためには下記更新条件をすべて満たしたうえで所

定の更新申請書を提出し、資格の更新を行うこと。 

なお、登録の辞退を希望する場合には、所定の辞退届を公益財団法人群馬県

スポーツ協会へ提出すること。 

  （４）資格の更新［下記の条件を全て満たしている者が更新対象者となる］ 

     ア 公益財団法人群馬県スポーツ協会が主催する指導者バンク研修会・スポレ

クフェス・健康スポーツ指導者養成講習会のいずれかに２回以上参加して

いる者。（ただし、健康スポーツ指導者養成講習会については、３時間の

受講で１回とし、１回限りとする。 

  （５）登録期間中における変更 

      登録期間中において登録内容に変更が生じた場合は、直ちに公益財団法人群

馬県スポーツ協会に報告すること。 

（６）その他 

登録者は群馬県健康スポーツ指導者協議会の会員となる。 

３ 指導者の活用と処遇 

  （１）指導者の照会 



     ア 依頼者は、原則として指導を受ける期日の２週間前までに、所定の様式に

より公益財団法人群馬県スポーツ協会へ要請する。 

          イ 公益財団法人群馬県スポーツ協会は、要請に応じてバンク登録者を選出

し、依頼者の要請内容の連絡と受諾の可否を問い合せする。また、内定し

た内容を電話等で依頼者に連絡する。 

          ウ 依頼者と、依頼を受けたバンク登録者は、必要に応じて指導内容等につい

て十分な打合せを行い効果的な指導を心がけるとともに、傷害等の防止に

も十分留意するものとする。 

          エ 登録指導者に対する報酬や交通費等は、主催者又は依頼者が負担すること

とする。 

  （２）指導に伴う保険について 

     ア 登録指導者は、公益財団法人群馬県スポーツ協会の承認を得た事業の指導

中の傷害について適用する。 

        イ 登録指導者による指導を受けていた参加者については、公益財団法人群馬

県スポーツ協会が主催した事業の指導中の事故に限り適用する。 

     ウ その他詳細については、公益財団法人群馬県スポーツ協会の加入する「ス

ポーツ・レクリエーション傷害保険」に準じる。  

  （３）登録指導者の資質向上 

      登録指導者は、自己の資質の向上に努めるとともに公益財団法人群馬県スポ

ーツ協会は必要な機会を提供し、各種研修会等の開催について案内し積極的な

参加を呼びかけるものとする。 

（４）登録指導者の責務 

ア 自らの知識を活かし、「スポーツを安全に、正しく、楽しく」指導し、「ス

ポーツの本質的な楽しさ、素晴らしさ」を伝えること。 

イ 常に自己研鑽を図り、自ら成長・発展すること。 

  （５）実績報告書について 

      バンク登録者は、４月から９月の前期実績報告書を１０月１０日、１０月か

ら３月の後期実績報告書を３月１０日までに公益財団法人群馬県スポーツ協会

へ FAX または郵送かメールにて提出すること。なお、３月分の報告について

は、出来る限り正確な見込みで提出すること。 

 

４ 登録の取り消し 

   登録指導者が健康スポーツ指導者としてあるまじき行為をした場合、該当者の登録

を取り消す。 


